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第３５回生保内節全国大会 

新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン 
 

本大会は、出場者や大会に携わる関係者、市民の安全を確保するために、新型コロナウイ

ルス感染症防止対策を徹底して運営を行います。 

なお、本ガイドラインは、今後の感染状況及び国・県・市の方針に基づき、内容を変更する

ことがあります。 

ご出場（ご来場）される皆さまにおきましては、当ガイドラインをご確認いただくととも

に、高齢者の方や基礎疾患を有する方の場合、新型コロナウイルス感染症の重症化リスクが

高まることをご理解いただき、各自感染対策のうえご来場ください。 
 

１．体調管理チェックシートの提出及び個人情報の取扱い 

○出場者の健康状態を確認するため、受付時に体調管理チェックシートを提出してくださ

い。 

○年少者の部への参加者については、保護者の責任において体調管理チェックシートの記

入・提出をお願いします。 

○体調管理チェックシートに記入された個人情報については、厳正に管理し、健康状態の

把握、出場可否の判断及び必要な連絡その他感染症防止のためにのみ利用します。 

○個人情報保護法等の法令において認められる場合を除き、本人の同意を得ずに第三者へ

提供しません。 

○会場で感染者またはその疑いがある方が発見された場合には、感染拡大防止のために利

用し、または必要な範囲で保健所等に提供する場合があります。 

○参加者、関係者等の中から新型コロナウイルスの感染者が出た場合、保健所等からの聞

き取り調査にご協力いただくことがあります。 
 

２．新型コロナウイルス感染防止策の厳守及び大会中止の取扱い 

○主催者が実施する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に従っていただけない場合

は、他の出場者等の安全を確保するため、入場をお断りする（途中退出を含む）場合が

あります。 

○新型コロナウイルス感染症の感染状況及び県の規定等により、大会の中止や大会運営が

変更される場合があります。 

○上記理由による場合においても、参加料は返金しません。 
 

３．大会前 

○手洗い・手指消毒、マスクの着用、３密（密閉、密接、密集）の回避など、普段から感染

予防対策に努めてください。 

○大会事務局から事前に送付する「体調管理チェックシート」（ホームページからもダウ

ンロード可）に大会開催前５日間（９月２０日～２４日）の体調をチェックシートに記

入してください。 

○次のａ～ｅに該当する場合は、参加を見合わせてください。この場合においても、参加

料は返金しません。 



ａ．体調管理チェックシートの項目に該当する症状がある場合 

ｂ．ＰＣＲ検査や抗原検査等で陽性と判定され、大会当日の時点で待機期間が経過して

いない場合 

ｃ．大会当日の抗原検査で陽性反応があった場合 

ｄ．家族や接触者に感染者または感染疑い者がいる場合 

ｅ．大会当日の時点で濃厚接触者であり、健康観察期間が経過していない場合 
 

４．大会当日 

（１）入場前 

○会場にスムーズに入場いただくため、大会当日の体調確認・検温を済ませてから来場し

てください。 

○受付会場は混雑する可能性があるため、時間に余裕をもってお越しください。 

（２）入場時 

○大会事務局から事前送付される抗原検査キットの当日の検査結果を所定に従って提出し

てください。 

○体調管理チェックシートを提出してください。 

○抗原検査結果及び体調管理チェックシートを提出いただけない場合、参加をお断りする

場合があります。 

○検温カメラによる体温測定を受けてください。３７．５℃以上の発熱が確認された場合

は感染の有無に関わらず、大会への参加をお断りします。 

○出場者及び関係者以外の来場者（同伴者、応援）は、受付で検温・健康チェックのうえ

問題がなかった場合に入場可とします。再入場の場合も同様とします。 

（３）会場内の行動について 

○会場内ではマスクの着用や手指消毒等、大会が求める感染防止対策に従ってください。 

○更衣室は設けませんので、着替え等は各自で対応してください。 

○会場内では、隣りや前後の人と距離をとり、大声での会話は控えてください。 

○ゴミ、マスク、ドリンク等は各自持ち帰りのうえ処分してください。 

（４）競技について 

○感染予防の観点から、今大会の伴奏は「本部伴奏」のみで実施します。 

○大会運営は各所において簡素化した実施とします。 
 

５．大会終了後 

○大会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症の感染が確認された場合は、速やか

に大会事務局まで報告してください。 

○出場者及び関係者に新型コロナウイルス感染症の感染が確認された場合は、行政機関、

保健所等と協議し、決定した方法により情報発信を行います。 
 

６．その他 

○同伴や応援は極力少数でお願いします。 

○ワクチン接種が可能な方は、接種することを推奨します。 


